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ふるさとくまもと応援寄附金返礼品（障害者就労施設等分）募集要項 

 

１ 概要 

障害者就労施設等（以下「施設等」という。）の製品等を熊本県のふるさと納税（ふるさとくまもと応援寄

附金）の返礼品として募集し、所定の要件を満たす製品等を返礼品として選定します。 

 

２ 返礼品贈呈業務のイメージ（製品の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 返礼品登録に係るスケジュール 

  応募は随時受け付けます。 

  毎月のスケジュールは以下のとおりです。 

①応募書類受付 ５月、９月（年２回） 

各月２０日締切り 

※休日の場合は翌開庁日   

※締切日以降到達分は翌応募受付月分で受付 

②書類確認 受付締切り後、２週間程度 

※内容確認等でご連絡する場合があります。 

③審査結果の通知 受付翌月初旬 

＜返礼品の発送について＞ 

・委託先事業者から施設等に対し、寄附者情報を記載した配送伝票を手配するため、施設等は 

その配送伝票を使用して発送（運送会社への集荷依頼）を行う。配送伝票により出荷・配送 

状況が自動的に管理される。 

施設等で生産又は製造した品物 

※熊本県内在住の寄附者には、 

返礼品を贈呈できません。 

障害者就労施設等 

 

⑦品物確保 

⑧品物梱包 

寄附者 

委
託
先
事
業
者 

熊本県 

①返礼品申請 

運送会社 

②返礼品登録 

③寄附 

（返礼品申込み） 

④発注 

⑥配送伝票の手配 

⑪請求 

⑫支払 

⑨発送依頼 

⑩配送 

⑤発注確認 

寄附者からの返礼品に関する問合せ、苦情等は、

委託先事業者と障害者就労施設等が連携して対応 
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※選定された場合は、結果通知と併せて「返礼品登録シート」様式を送付 

④返礼品登録シート提出期限 翌月１５日  

※休日の場合は翌開庁日 ※県の委託事業者へ直接提出 

⑤返礼品寄附申込受付開始 返礼品登録シート提出の翌々月を目途に受付開始 

※準備が整ったものから随時開始 

【返礼品登録シート】※様式は、申請受付後に個別に送付する。 

返礼品をふるさと納税ポータルサイト等に掲載するために必要な情報（返礼品の詳細情報（産地、内容量、

原材料、アレルギー表記、賞味期限等）、アピール等）を記載するものです。 

なお、掲載に当たり、記載内容について熊本県で所要の調整を行うことがあります。 

 

４ 返礼品の要件 

次の要件を全て満たす製品等であること。 

(1) 別記１に掲げるふるさとくまもと応援寄附金返礼品選定基準を満たしていること。 

(2）次の要件のいずかを満たしていること。 

ア 障害者就労施設等において生産されたもの。 

イ 障害者就労施設等において原材料の主要な部分が生産されたもの。 

ウ 障害者就労施設等において製造・加工・その他の工程のうち主要な部分を行うことで相応の付加価値が生

じているもの。 

 

５ 施設等の要件 

次の要件を全て満たす者であること。 

(1) 別記２に掲げる障害者就労施設等であること。 

(2) 次のアからエまでの各業務を実施できる体制を有していること。 

 ア あらかじめ寄附者に提示した量及び質の返礼品を確保し、汚損・破損がないように確実に梱包して寄 

附者に遅滞なく送付できること。 

・寄附者から到達した返礼品の汚損・破損、返礼品の未着等の問合せがあった場合、委託先事業者と協議

のうえ適切かつ迅速に寄附者に対応を行うこと。 

 イ 寄附者の個人情報を厳密に管理できること。 

・返礼品発送に必要な個人情報（送付先住所、氏名、電話番号等）を、情報漏洩が発生しない状況下で管

理できること。 

 ウ 委託先事業者と連携して返礼品の発送等を行う体制があること。 

   ・委託先事業者からの発注や、寄附者からの返礼品に関する問合せ、苦情等に関するメール等による連絡

を確実かつ適時に確認し、迅速に対応できること。 

(3) 次のア及びイをいずれも満たす者であること。 

 ア 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。 

イ 熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号）に基づく暴力団及びその利益となる活動を行う

者でないこと。 

(4) ふるさとくまもと応援寄附金感謝の品等提供事業者登録要項第３条の要件を満たしていること。 
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６ その他 

(1) 返礼品は、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」、「ＡＮＡのふるさと納税」、「楽天のふる

さと納税」及び「ふるナビ」に掲載します。また、返礼品パンフレットに掲載する場合があります。 

(2) 送料 

施設等は委託先事業者から手配される配送伝票を使用するため、送料の支払いは生じません。送料は委託先

事業者が運送会社に直接支払います。 

(3) 寄附金額 

返礼品を申し込む際の寄附金額は、返礼品金額及び送料等の経費を考慮し、熊本県において決定します。 

 

７ 返礼品の選定方法等 

(1) 選定 

熊本県において上記４及び５の要件を満たすことを確認し、選定します。 

(2) 結果の通知 

  電子メールにより行います（変更する場合があります。）。 

  なお、選定過程に関する質問には回答しません。 

また、提出いただいた書類は、熊本県情報公開条例等に基づき公開することがあります。 

 

８ 応募方法等 

(1) 提出書類 

① 返礼品に関する提出書類 

ア 返礼品申請書（別添様式） 

イ 返礼品写真（jpegデータを１点以上） 

※ふるさと納税ポータルサイト及び返礼品パンフレットに掲載する場合があるため、原則としてプロユー

スの解像度の高いものを提出すること。 

ウ その他参考資料（必要に応じて） 

② 提供事業者登録に関する提出書類 

ア ふるさとくまもと応援寄附金感謝の品等提供事業者登録申請書兼誓約書（別添様式） 

 (2) 提出期限 

  「３ 返礼品登録に係るスケジュール」をご参照ください。 

(3) 提出方法 

 ①返礼品に関する提出書類 

電子メール（郵送、持参等の電子メール以外の方法による提出は、受け付けません。） 

      ＜提出先＞ zeimu25@pref.kumamoto.lg.jp 

 ② 提供事業者登録に関する提出書類 

郵送（提出期限必着） 

     ＜提出先＞「11 本件に関するお問合せ先」記載の住所 

９ 質問の受付及び回答 

 (1) 受付方法 

  電子メール（電話等の電子メール以外の方法による提出は、受け付けません。） 

＜提出先＞ zeimu25@pref.kumamoto.lg.jp 
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(2) 回答方法 

質問者に対し、質問を確認してから１週間以内に電子メールにより回答します。 

回答に時間を要するものについては、その限りではありません。 

 

10 資料等 

(1) 各種資料掲載先 

・ふるさと納税について（総務省ふるさと納税ポータルサイト） 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html 

・ふるさとくまもと応援寄附金パンフレット 

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/227597.pdf 

・熊本県が現在提供している返礼品 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/16/50521.html 

 

 

11 本件に関するお問合せ先・応募書類提出先 

熊本県総務部市町村・税務局税務課 税務企画班   

〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号（熊本県庁行政棟本館３階） 

電話 ０９６－３３３－２０９８    ＦＡＸ ０９６－３８７－４９０１ 

メールアドレス zeimu25@pref.kumamoto.lg.jp 

※原則として電子メールによりお問合せ願いします。 

 

12 その他 

  返礼品の取扱いを止めたい場合は、県の委託業者へ連絡してください。 
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別記１         ふるさとくまもと応援寄附金返礼品選定基準 

 

 

総務大臣が定める基準（平成３１年総務省告示第１７９号）を満たした上で、県産品については次の

(1)を、体験型返礼品については次の(2)を満たすこと。 

  (1) 次の①～⑦のすべてを満たし、⑧～⑩のいずれかを満たすこと 

① 安定的に必要な数量が供給できること（調達業者のめどが立つものであること） 

② 特に生ものは、傷みやすいため、新鮮な状態で供給可能なこと 

③ 別表の金額以内（送料を除く）であること 

④ 規格外品など県のイメージ低下につながる可能性のあるものでないこと 

⑤ 個人や団体の趣味や特技により私的に作成したもの（工芸品を除く）や特定の宗教・宗派・思

想・信条等に関わるものでないこと 

⑥ 書籍は熊本県が出版したものであること 

⑦ 定期便は６回を上限とすること 

   ⑧ 熊本県の特産品で、魅力ある物品であること 

   ⑨ 県の事業とかかわりがあること（県南フードバレー事業に関する品物 等） 

   ⑩ 県内広域（複数地域）の品物が組み合わせられていること 

 (2) 次の①～③のすべてを満たし、④、⑤のいずれかを満たすこと 

① 安定的に必要な数量が供給できること（調達業者のめどが立つものであること） 

② 別表の金額以内（送料を除く）であること 

   ③ イベントチケット等は、イベントが県と関わり（主催・共催・後援等）があるこ 

と 

   ④ 熊本県の伝統工芸、文化、自然、アクティビィティなど熊本らしい体験ができるものであるこ

と 

   ⑤ 観光振興等県の施策に寄与するものであること 

   

なお、ポータルサイト掲載後１年を経過した時点で、申込状況等を確認し取扱中止の見直しを行う場

合がある（寄附額１０万円以上の返礼品、障害者就労施設等返礼品、ＮＰＯ等支援分返礼品は除く）。 

 

【別表】 

寄附金額 返礼品金額（上限）（税込） 

・１万円以上 

・現地決済型ふるさと納税サービスによる寄附

金に限り、１万円未満も可とする。 

・１千円単位で設定 

・上限については、別途返礼品金額に関する覚

書により規定することとする。 

・寄附金額の 30% 
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別記２ 「障害者就労施設等」（令和６年度（2024年度）熊本県障がい者優先調達推進方針 ４に掲げる施設等に同じ） 

 

４ 調達の対象となる障害者就労施設等 

調達の対象となる障害者就労施設等は、次のとおりとする。 

（１）「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（ 以下「障害者総合支援法」と

いう。）」に基づく事業所等 

ア 障害者支援施設（生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設） 

イ 地域活動支援センター 

ウ 生活介護事業所 

エ 就労移行支援事業所 

オ 就労継続支援事業所（Ａ 型・Ｂ 型） 

（２）「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年９月 29日厚生労働省令第 171号）」第

２０３条に規定する基準該当就労継続支援Ｂ型事業所及び第９４条に規定する基準該当生活介護

事業所 

 （３）障害者優先調達推進法施行令に基づく事業所 

ア 「障害者の雇用の促進等に関する法律（ 以下「障害者雇用促進法」という。）」に基づく子会

社の事業所（特例子会社） 

イ 重度障がい者多数雇用事業所（※） 

（※）重度障がい者多数雇用事業所は以下①から③までの要件を全て満たすものとする。 

①障がい者の雇用者数が５人以上 

②障がい者の割合が従業員の２０％以上 

③雇用障がい者に占める重度の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が３０％以上 

（４）障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等 

ア 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者（在宅就業障がい者） 

イ 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体（在宅支援団体） 

 （５）共同受注窓口 

    会則等で、障がい者の就労へつながる取組等の各種支援を目的としていることが明らかであり、

複数の障がい者就労施設等（国等による障害者就労施設等からの物品等の調達等に関する法律（平

成２４年法律第５０号９第２条第４項）に規定する障害者就労施設等をいう。）に対して、物品及

び役務の調達のあっせん又は仲介の業務を行う共同受注窓口としての機能を有する者。 


